
うきは市筑後吉井伝統的建造物群

保存地区保存計画

福岡県うきは市教育委員会
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平成１７年３月２０日

うきは市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成１７年条例第１０号、以下「保存条例」とい

う。）

第５条の規定に基づき、うきは市筑後吉井伝統的建造物群保存地区（以下「保存地区」という。）

の保存に関する計画を次のように定める。

１．保存計画の基本事項

（１）保存計画の基調

この保存計画は、町民の創意と発意を尊重し、町民と行政との互いの協力により、吉井町の歴

史と伝統が作り上げた町並みを、市民共有の財産として保存するとともに積極的に活用すること

により、市の文化環境の維持と市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

（２）保存地区の名称・面積・区域

保存地区の名称 うきは市筑後吉井伝統的建造物群保存地区

保存地区の面積 約２０．７ヘクタ－ル

保存地区の区域 吉井町字上新町・字新町・字蛭子町・字後町・字横・字鳴瀬、・字堀田町

の全域並びに字高橋・字天神町・字堺町・字下町（現在の本町）・字札の

辻・字中町・字上町・字扇町・字板橋・字川原田・字立丁・字若宮道・字

金川・字小塚・字鳥井ケ本・字橋ノ本・字長ケ坪・大字若宮字鏡田・大字

若宮字鏡畑・大字若宮字前田の各一部（区域については図－１に示す。区

域に関する図面は、教育委員会に備えおいて従覧に供する。）

２．保存地区の保存に関する基本計画

（１）方針

ア 保存地区の沿革

うきは市は、福岡県の南東部、筑後川の中流域に位置し、南は耳納山系北麓から北は筑後

川本流に挟まれている。

うきは市吉井町の中心部にあたる保存地区周辺では、原始古代からの遺跡が数多く発見さ

れており、国指定史跡である装飾古墳「日岡古墳」「珍敷塚古墳」や国指定重要文化財の

月岡古墳出土品は広く知られており、また耳納連山の断層崖下から巨瀬川にかけては広範

囲に条里制の痕跡を見ることができる。

筑後吉井の歴史は古く、１３世紀の史料に見える在地土豪吉井氏の氏として歴史に登場し

その居館を中心として成立した吉井村の名は１６世紀の史料に見える。今日に伝えられる町

並みの起源は、戦国期にこの地に進出した星野氏の滅亡の後、耳納山麓の延寿寺にあった城

下町が吉井村の南側、巨瀬川の右岸の豊後街道沿いに移り、慶長７年（１６０２年）に町建

てされたことに求められる。
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江戸時代の吉井は、城下町久留米と天領日田を結ぶ豊後街道の宿駅として機能したが、朝

倉や星野への分岐点に位置し、生葉郡を支配する大庄屋も置かれ、筑後の政治・経済の要所

として栄えた。大石・長野水道の開削後は、藩が奨励した商品作物の加工・集散地として次

第に栄え、江戸時代中期以降は、資力を蓄えた商人による「吉井銀」と称された特異な金融

活動で知られる在郷町として繁栄を誇った。商品作物加工の動力源として機能したのは、大

石・長野水道から導かれた南新川と才の木川との落差を利用した水車で、これら河川と水路

が豊後街道とともに町並みの骨格を形成した。

明治以降も生葉郡の政治・経済の中心地として繁栄を続けたが、ことに吉井商人の成長は

著しく、酒造・製油・精蝋・製粉業を中心に莫大な富を蓄積した。こうした経済発展に伴い、

草葺き主体の町並みは、３度の大火に見舞われた後、耐火性のある瓦葺き土蔵造りの町並み

へと変貌を遂げた。ことに旧豊後街道が北側へ拡幅された明治末期から大正期にかけて数多

くの土蔵造りの町家が建設され、吉井を特徴付ける土蔵造りの町家が連なる町並みが形成さ

れた。

こうした重厚な土蔵造りの町家は約７０軒ほどが今日に伝えられ、人々にとっての生命線

として建設された水路も、今なお町並みの骨格として機能し続け、これらが融け合った情緒

豊かな町並み景観は、近年高まってきた町並み保存の運動と住民による熱心な保存の懸命の

努力に支えられ、今日までその特性は維持されている。

イ 保存地区の現況

うきは市における町並み保存の取組みは、昭和５９年の「白壁保存と活性化を考える会」

の発足と「吉井の町づくりシンポジウム」の開催に始まる。平成４年５月の第１５回全国

町並みゼミの吉井大会の開催により、吉井の町並みは高い評価を得、町民の保存への気運

も高まった。これを機に町は「町並み保存研究委員会」を発足させ、平成５年９月に「吉

井町町並み保存地区保存条例」を制定、１０．８ｈａの保存地区を指定して、建造物の保

存・修景行為に対する助成措置を含む保存計画を策定し、歴史的町並みの保存を図ってい

た。また平成６年度からは、建設省による「街並み環境整備事業」も実施されている。

しかし、土蔵造りの家屋には、建築後約１００年を経過した建物が多く、老朽化が進んで

いる上、平成３年の台風で被害に遭った家屋も多く、より大切な保存措置が必要となって

いる。

（２）保存地区の特色

吉井の町並みは、耳納山麓の大地と巨瀬川・筑後川の清流が育む産物を基盤とし、その筑

後川から導水された清流が貫流するという環境的特色を有する。歴史的には、災除川沿い

の中世集落と豊後街道沿いの近世在郷町を起源とし、近世に形成された河川・水路と道路

から成る骨格を基盤としており、その上、吉井銀を糧として明治期には土蔵造りの町家建

築が建設され、さらに明治末期から大正期にかけて行なわれた拡張の後、さらに土蔵造り

の町家が数多く建築され、重厚な町並みが形成された。

吉井の町並みの現況景観は、上町・中町・札ノ辻・下町・天神町と新町・蛭子町に連なる

土蔵造りの町家建築群、また金川に散在する多様な形式の伝統的な建造物、及び南新川の

豊かな清流に臨む若宮道・橋ノ本の町家建築群や若宮鏡田の屋敷と庭園、そして災除川沿
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岸の庭園と屋敷が織りなす緑豊かな景観によって特色付けることができる。

そして、こうした特色を有する地域にすむ人々には、これらの清流と町並みを保存しよう

とする強い意識があり、それは川や通りの慣習や家屋を建てる際の作法がこれまで継承さ

れていること、そして町並みを舞台とした種々の行事が継続されていることに現れている。

（３）伝統的建造物群の特性

吉井の伝統的建造物群を形成する要素は、伝統的様式を伝える伝統的な建造物とこれらと

一体をなして歴史的風致を形成する環境要素に分けることができる。

伝統的な建造物は、町家型建築と屋敷型建築及び寺社建築に分けられるが、この町家型と

屋敷型は、敷地内の建物配置から見た類型区分である。町家型建築は土蔵造りのものが主で

中心部に多く、明治期以降市街化した周辺地域に見られる屋敷型建築、さらに要所に残る寺

社建築も、伝統的建造物群を構成する重要な要素である。

町家型の場合、一般的に敷地間口は狭くて奥行きが長い。吉井では、標準規模は間口５間

半とみられるが、敷地の合筆等によって広狭の敷地間口のものが混在する点が特徴をなす。

主屋は表通りに面して建てられ、裏側の中庭を挟んで便所・離れ・土蔵が続く。主屋の平面

は、通り土間に沿って３居室を一列に並べる。間口が広い場合は、主屋から角屋を出して座

敷を構え、表に前庭を配して、外側の主屋脇に門・塀を巡らし、袖蔵を配する場合もある。

これら町家型建築は妻入りが基本であるが、主屋間口の広いものには平入りも見られ、屋

根は入母屋造りが基本だが、付属屋や建築年代の古い主屋には切妻造りも見られ、浅瓦を葺

いて風切りを設ける。外壁は、土蔵造り白漆喰塗り、腰壁を立て羽目板張りとし、２階は水

切り庇を付けた窓に両開きの鉄板を設け、１階は摺り上げ板戸をはめ、格子を設ける場合も

ある。建築年代の古いものには、腰壁をなまこ壁とし、１階下屋庇軒裏まで塗り込め、防火

戸を引き通すもの、新しいものには、土蔵造り鼠漆喰塗りも見られ、腰壁を疑石塗とし２階

は連続窓として格子をはめ、外側に雨戸を引き通し、１階には引き違いのガラス戸をはめ、

内側に板戸を引き通すものもある。

いずれの町家型建築も内部は、上質の材料をふんだんに使い、特に店の間・中の間では、

柱・指物・大引・根太の構造材に木太い材を用い、これらが交錯した天井を見所とした力強

い空間を構成する。特に質の高い町家建築では、中の間に吹き抜けを設けて箱階段や神棚を

据え、または表の間上部に吹き抜けを設け、それぞれ見応えある空間が形成される。これに

対し、座敷廻りは、細目の柱を建てて竿縁天井を張り、長押を巡らして洗練された空間を構

成する。

屋敷型の場合、敷地間口は広く、多くが矩型である。廻りに塀・垣を巡らして門を構え、

袖蔵を配する場合もある。主屋は敷地中央に配し、表に前庭、座敷に面して庭園を配する。

背面を南新川や災除川が流れる場合が多く、この場合は川に面して庭園を設ける。主屋は玄

関を設け四つの部屋が田の字割になる間取りをとっている。

これら屋敷型建築の外観は、町家型建築と基本的に同じ様式を備えており、敷地内におけ

る建造物の配置による特徴によって町家型建築と区別できる。
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寺院の多くは浄土真宗に属し、創立が江戸期以前に遡る浄満寺・円応寺・西厳寺の三寺は、

いずれも旧豊後街道に参道を開き、町並みと深い関わりをもつのに対し、明治期に寺地を移

転した光琳寺・宝琳寺は、遅れて市街化の進んだ若宮道と鳴瀬に寺地を構える。いずれの寺

院も江戸期から明治期に建設された本堂・庫裡を残し、歴史的風致を形成する。なお若宮鏡

畑の清光寺は明治期創立の禅宗寺院で、他と異なる住宅風の境内景観を呈する。

神社のうち最も歴史的風致を伝える橋ノ本の素盞鳴神社（祇園社）は、江戸期から明治期

にかけて建設された本殿・拝殿・楼門を残す。金川の水神社（市恵比寿）、横町の高御魂神

社（妙見宮）、堀田の稲荷神社等小規模の伝統的な拝殿または本殿を備え、水路際や枡形等

の特異な立地と相まって歴史的風致に彩りを添えている。

このほか、保存地区の歴史的風致を形成する重要な環境要素には、伝統的な建造物と一体

となって継承されてきた門柱や壁、様々な場所の歴史を伝える石造物や樹木等に加えて、河

川や水路網及び路地等がある。

（４）保存の方向とその内容

上記の伝統的建造物群及びこれと一体をなす環境を保存し、その活用を図りながら住民の

生活向上に努めるものとする。保存の主な内容は次の通りとする。

ア 保存地区において伝統的建造物群の特性を維持していると認められる町家型建築、屋

敷型建築の主屋及び付属屋、寺社建築等の建築物、及び門、塀、石積、石段、石橋、石

造物、井戸等の工作物を「伝統的建造物」と定める。

イ 保存地区を特色付けている樹木、庭園、生垣及び土地の形質等、伝統的建造物群と一体

をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件を「環境物件」と定める。

ウ 伝統的建造物の保存については主としてその外観を維持するため復原及び現状維持を内

容とした「修理（補助）基準」を定め、環境物件の保存については、復旧を内容とする

「修理（補助）基準」を定める。

エ 保存地区内にある伝統的建造物群以外の建築物、その他の物件の新築・増築・改築・移

転等については次の２つの基準による。

① 伝統的様式に則った修景の基準として「修景（補助）基準」を定める。この基準は、

保存地区内に現存する又は存在した伝統的な町家型建築及び屋敷型建築の特徴を示す建

築物の配置、構造、規模、意匠、色彩等に準ずるものとする。

② その他の物件が満たすべき基準として「町並（許可）基準」を定める。この基準は、

歴史的風致と調和しうる建築物の配置、構造、規模、意匠、色彩等を定める。

オ 以上の修理・修景・町並の３つの基準を適切に運用して、保存地区の伝統的な町並みを

守り育てると共に、地区の特性を活かした生活環境の整備に務める。

カ 保存地区の保存に必要と認められるときは、修理・修景・復旧事業等に要する経費の一

部を補助することができる。

キ 以上の目的の遂行にあたっては、市教育委員会、市当局のほか、保存地区の住民等によ

り組織された保存団体が協力して進める。
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３．保存地区内における伝統的建造物及びこれと一体をなす環境を保存するために特に必要と認め

られる物件等の決定

保存地区内における伝統的建造物及び環境物件は次の通り定める。

（１）伝統的建造物のうち建築物とは、昭和戦前期以前に建設されたもので、伝統的な町家型建

築、屋敷型建築の主屋及び付属屋の諸特性をよく表していると認められるもの、及び伝統的

な寺社建築の特性をよく表していると認められるものとし、表－１に示すとおりとする。

（２）伝統的建造物のうち工作物とは、伝統的な町家型建築、屋敷型建築、寺社建築と一体をな

す塀及び門、災除川・南新川沿岸及び才の木溝等の伝統的な工法による石積、石段、石橋、

及び保存地区の歴史的風致の維持に大きく寄与しているその他の石造物、井戸とし、表－２

に示すとおりとする。

（３）環境物件とは、保存地区の歴史的風致の維持に大きく寄与している樹木、庭園、生垣、及

び保存地区の歴史を表す河川、水路、道路、枡型等の形質とし、表－３に示すとおりとする。

（４）上記の物件に係る位置及び範囲は、伝統的建造物の建築物については図－２に、工作物に

ついては図－３に、環境物件については図－４に示すとおりとする。
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４．保存地区内における建造物及びその他の物件の保存整備計画

（１）伝統的建造物の修理

伝統的建造物の保存整備に当たっては、別に定める修理基準（表－４）を適切に運用して保

存地区の伝統的町並みを保存する。

ア 伝統的建造物は、主として正面・屋根等の外観を維持するための修理を基本とする。

イ 伝統的様式にそぐわない改造・修理が加えられているものについては、履歴を調査の上、

然るべき旧状に復するための修理を基本とする。

ウ 伝統的建造物のうち、特に必要なものについては、文化財指定の上、建物の全面的な保

存修理も考慮する。

（２）伝統的建造物以外の建造物の修景等

ア 保存地区内に、別図（図－５）に定めるような、筑後吉井の町並みの特性に合致した、

町家型景観誘導帯と屋敷型景観誘導帯、及び両景観型を許容する地区を設定し、以下のよ

うな、各景観型の性格を考慮した修景基準及び町並基準を適切に運用することで、伝統的

景観の維持と整備を図る。

イ 伝統的建造物以外の建造物の新築等については、別に定める修景基準（表－４）を適切

に運用することにより、保存地区の伝統的な町並み景観を維持する。この修景基準は、筑

後吉井固有の伝統的町家型建築と屋敷型建築の特性に準ずる内容とする。

ウ 伝統的建造物以外の建造物の新築等については、別に定める町並基準（表－４）を適切

に運用することにより、保存地区に調和した町並み景観の整備を図る。この町並基準は、

筑後吉井固有の伝統的町家型建築と屋敷型建築の特性に調和した内容とする。

（３）環境物件の復旧

保存地区を特色づけている環境物件については、別に定める修理基準（表－４）を適切に運

用して保存地区の歴史的環境を保存整備する。

５．保存地区の保存のため必要な管理施設の設置及び整備並びに環境整備計画

（１）管理施設等の整備

ア 保存地区内に町並み保存センタ－を設置し、町並みに係る情報を一般に紹介すると共に、

保存地区内の管理のための相談、指導にあたる。その際、保存地区の住民等により組織さ

れた保存団体の参加を積極的に進める。

イ 保存地区内には、町並みを学習するための説明板、案内板を設置する。

ウ 伝統的建造物及び庭園等の環境物件のうち可能なものについてはその公開に努める。

（２）防災施設等の整備

ア 保存地区の総合的な防災計画を策定し、様々な災害に対する安全性の確保に務める。

イ 地区の防災施設については、既存の消火栓、あるいは水利を利用することとし、初期消

火のため保存地区に調和した消火施設を設置し、消火組織の育成を図る。

（３）環境整備等

ア 電柱・架線等の整備、看板の修景

・電力柱・電話柱・架線等は移設及び整理を基本方針とする。

・建造物に設置する広告・看板等については、別に定める町並基準・修景基準に従うも

のとし、独立した広告等や看板については原則として設けないものとする。
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イ 道路の整備

・保存地区内を通る道路は、伝統的な町並みに相応しいものとして整備するよう務める。

路面の舗装・側溝の改良等については、工法・材料等に配慮し、とくに石積みの側溝

については復旧に努める。

ウ 河川・水路の整備

・町並みの中を流れる河川・水路や町並みの中にある暗渠化した水路については、伝統

的護岸の復旧を主とした環境整備を図り、伝統的建造物群に相応しい水際景観の回復

に務める。

エ 駐車場の整備と修景

・保存地区において観光用及び住民用駐車場の配置計画を策定し、整備を進める。併せ

て観光客等の来訪者を誘導するためのサイン計画を策定し、標識等の整備を図る。

・保存地区内に設置する駐車場は、伝統的町並みに相応しいものに修景する。

オ 周辺地域の整備

・伝統的建造物群保存地区をとりまく周辺地域については、伝統的建造物群保存地区と

調和のとれた環境を保全しながら、町づくりの推進を図る。

６．保存地区の保存のため特に必要と認められる物件への助成措置等

（１）経費の補助

保存整備計画に基づく事業に対し、別に定める「筑後吉井伝統的建造物群保存地区補助金交

付規程」により必要な助成を行う。

ア 伝統的建造物について、別に定める修理基準に基づく外観の修理に要する経費のうち、

別表に定める額。

イ 環境物件について、別に定める修理基準に基づく復旧に要する経費のうち、別表に定め

る額。

ウ 伝統的建造物群以外の建築物等について、別に定める修景基準に基づく外観の修景に要

する経費のうち、別表に定める額。

（２）技術的援助

本地区内の歴史的環境を守り育てるため、修理、修景及び復旧事業に必要な技術的援助を行

なう。

（３）建造物の新築、増築、改築、移転等にかかる設計相談

必要に応じて専門家による設計相談を積極的に行う。

（４）保存団体への助成

住民等により組織された保存団体の活動に要する経費に対し、必要な助成を行う。

（５）顕彰及び普及啓発

ア 保存地区の保存に顕著な功績を残した者や伝統的建造物以外の建造物及びその他の工作

物の新築等も含め、特に保存地区に相応しい優れた事業を実施した個人・団体・事業所等

に対して、その顕彰に努める。

イ 保存地区内の伝統的町並みを守り育てると共に、良好な生活環境の整備を円滑に進める

ために、伝統的町並みの保存に対する普及啓発を図る。
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台帳番号 整理番号 保存計画番号 物件種別 員数 所 在 地 備考
1 1 1‐1 本堂 1棟 吉井町大字若宮394番地 若宮
2 1‐2 庫裏 1棟 吉井町大字若宮394番地
3 2 3 主屋 1棟 吉井町大字若宮118番地2
4 3 4 主屋 1棟 吉井町大字若宮118番地1
5 4 5 主屋 1棟 吉井町大字若宮114番地2
6 5 6‐1 主屋 1棟 吉井町大字若宮113番地1
7 6‐2 土蔵 1棟 吉井町大字若宮113番地1
8 6‐3 付属屋 1棟 吉井町大字若宮113番地1
9 6 7‐1 本堂 1棟 吉井町２番地8、9 １区

10 7‐2 庫裏 1棟 吉井町２番地8、9
11 7‐3 鐘楼 1棟 吉井町２番地8、9
12 7 8 主屋 1棟 吉井町２番地6
13 8 10 主屋 1棟 吉井町５番地1
14 9 12 主屋 1棟 吉井町９番地３
15 10 13‐1 主屋 1棟 吉井町１１０３番地１
16 13‐2 付属屋 1棟 吉井町１１０３番地１
17 13‐3 土蔵 1棟 吉井町１１０３番地１
18 11 14 主屋 1棟 吉井町１１１０番地１
19 12 15‐1 主屋 1棟 吉井町１１１１番地3
20 15‐2 土蔵 1棟 吉井町１１１１番地3
21 13 17 主屋 1棟 吉井町１１０９番地2
22 14 18‐1 拝殿 1棟 吉井町１０８３番地 ２区
23 18‐2 楼閣、回廊 1棟 吉井町１０８３番地
24 15 21 主屋 1棟 吉井町１０５７番地1
25 16 22 主屋 1棟 吉井町１０５４番地
26 17 23‐1 主屋 1棟 吉井町１０４７番地1
27 23‐2 付属屋 1棟 吉井町１０４７番地1
28 23‐3 付属屋 1棟 吉井町１０４７番地1
29 23‐4 倉 1棟 吉井町１０４７番地1
30 18 24 主屋 1棟 吉井町１０５１番地1
31 19 25 倉 1棟 吉井町１０４３番地、１０４４番地5
32 20 27 土蔵 1棟 吉井町９９６番地15
33 21 28‐1 主屋 1棟 吉井町１１１５番地 ３区
34 28‐2 付属屋 1棟 吉井町１１１５番地
35 28‐3 付属屋 1棟 吉井町１１１５番地
36 28‐4 土蔵 1棟 吉井町１１１５番地
37 28‐5 土蔵 1棟 吉井町１１１５番地
38 28‐6 主屋 1棟 吉井町１１１６番地
39 28‐7 付属屋 1棟 吉井町１１１６番地
40 28‐8 土蔵 1棟 吉井町１１１６番地
41 22 29 主屋 1棟 吉井町１１１８番地2
42 23 30 主屋 1棟 吉井町１１２１番地1
43 24 31‐1 主屋 1棟 吉井町１１２８番地1
44 31‐2 付属屋 1棟 吉井町１１２８番地1
45 25 32‐1 主屋 1棟 吉井町１１３２番地2
46 32‐2 付属屋 1棟 吉井町１１３２番地2
47 26 33 主屋 1棟 吉井町１１３２番地1
48 27 34‐1 主屋 1棟 吉井町１１３５番地、１１３８番地、１１３１番地
49 34‐2 土蔵 1棟 吉井町１１３５番地、１１３８番地、１１３１番地
50 34‐3 付属屋 1棟 吉井町１１３５番地、１１３８番地、１１３１番地
51 34‐4 付属屋 1棟 吉井町１１３５番地、１１３８番地、１１３１番地
52 28 35 主屋 1棟 吉井町１１４２番地1
53 29 36 主屋 1棟 吉井町１１４３番地
54 30 37‐1 主屋 1棟 吉井町１１４７番地1
55 37‐2 土蔵 1棟 吉井町１１４７番地1
56 31 43 主屋 1棟 吉井町３７番地1、１２０１番地1 ５区
57 32 50 主屋 1棟 吉井町１１５６番地1

表1   伝統的建造物 (保存物件 建築物)
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58 33 52‐1 本堂 1棟 吉井町１１６５番地8、５９番地2
59 52‐2 庫裏 1棟 吉井町１１６５番地8、５９番地2
60 34 53 主屋 1棟 吉井町１１６５番地12
61 35 54‐1 主屋 1棟 吉井町１１２９番地、１１６０番地1、１１６５番地5
62 54‐2 付属屋 1棟 吉井町１１２９番地、１１６０番地1、１１６５番地5
63 36 55‐1 主屋 1棟 吉井町１１５３番地1
64 55‐2 付属屋 1棟 吉井町１１５３番地1、１１５３番地2
65 37 56 主屋 1棟 吉井町１１５３番地2
66 38 57 主屋 1棟 １１５２番地1
67 39 59 主屋 1棟 吉井町１２３３番地 ６区
68 40 60‐1 主屋 1棟 吉井町１２３８番地
69 60‐2 土蔵 1棟 吉井町１２３８番地
70 60‐3 土蔵 1棟 吉井町１２３８番地
71 60‐4 土蔵 1棟 吉井町１２３８番地
72 41 61‐1 主屋 1棟 吉井町１２４０番地
73 61‐2 倉庫 1棟 吉井町１２４０番地
74 42 62‐1 主屋 1棟 吉井町１２４４番地2
75 62‐2 付属屋 1棟 吉井町１２４４番地2
76 43 63‐1 主屋 1棟 吉井町１２４６番地
77 63‐2 土蔵 1棟 吉井町１２４６番地
78 44 64‐1 主屋 1棟 吉井町１２５５番地1
79 64‐2 土蔵 1棟 吉井町１２５５番地1
80 45 65 主屋 1棟 吉井町１２５７番地
81 46 67‐1 主屋 1棟 吉井町１２２９番地
82 67‐2 主屋 1棟 吉井町１２２９番地、１２３２番地6
83 47 69 主屋 1棟 吉井町１２４３番地1
84 48 71‐1 主屋 1棟 吉井町１２４７番地1
85 71‐2 付属屋 1棟 吉井町１２４７番地1
86 49 72 主屋 1棟 吉井町１２５０番地4
87 50 73 主屋 1棟 吉井町１２５０番地5
88 51 74 主屋 1棟 吉井町１２５０番地6、１２５０番地7
89 52 76 主屋 1棟 吉井町９６５番地16 ７区
90 53 77 主屋 1棟 吉井町９６５番地17
91 54 78 土蔵 1棟 吉井町９４５番地5
92 55 81‐1 主屋 1棟 吉井町９４４番地
93 81‐2 工場 1棟 吉井町９２４番地1
94 81‐3 倉庫 1棟 吉井町９２４番地1
95 56 83 主屋 1棟 吉井町９４０番地1、９３９番地3、９４０番地3
96 57 85 主屋 1棟 吉井町９２８番地4
97 58 87‐1 主屋 1棟 吉井町９３８番地4
98 87‐2 主屋 1棟 吉井町９２９番地2
99 59 92 主屋 1棟 吉井町９３７番地1

100 60 94 主屋 1棟 吉井町９３２番地5、９３２番地7、９３２番地8
101 61 95‐1 主屋 1棟 吉井町９３１番地1
102 95‐2 付属屋 1棟 吉井町９３１番地1
103 62 96 主屋 1棟 吉井町９３０番地2
104 63 97 主屋 1棟 吉井町９３０番地1
105 64 98‐1 主屋 1棟 吉井町９９０番地 ８区
106 98‐2 本堂 1棟 吉井町９９０番地
107 98‐3 鐘楼 1棟 吉井町９９０番地
108 65 102 主屋 1棟 吉井町１００１番地2、１００１番地7
109 66 103 主屋 1棟 吉井町１００１番地15
110 67 104 主屋 1棟 吉井町１３１７番地6 １０区
111 68 105 主屋 1棟 吉井町１３１８番地1
112 69 106 主屋 1棟 吉井町１３１６番地53
113 70 107 主屋 1棟 吉井町１３１０番地3
114 71 108 主屋 1棟 吉井町１３０６番地1
115 72 109‐1 主屋 1棟 吉井町１２９８番地2
116 109‐2 付属屋 1棟 吉井町１２９９番地1、１２９８番地2
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117 109‐3 土蔵 1棟 吉井町１２９９番地1、１３０２番地1
118 73 110‐1 主屋 1棟 吉井町１２９５番地1
119 110‐2 主屋 1棟 吉井町１２９５番地1
120 74 112 主屋 1棟 吉井町１３１５番地2、１３２０番地2 １１区
121 75 118‐1 主屋 1棟 吉井町１３３８番地1、１３４０番地1
122 118‐2 主屋 1棟 吉井町１３４０番地
123 118‐3 付属屋 1棟 吉井町１３４０番地
124 118‐4 土蔵 1棟 吉井町１３４０番地
125 76 119 主屋 1棟 吉井町１３４１番地1
126 77 120 本堂 1棟 吉井町１３６４番地
127 78 123 主屋 1棟 吉井町９０９番地1 １２区
128 79 125‐1 主屋 1棟 吉井町１３７４番地1、９１４番地1 １５区
129 125‐2 主屋 1棟 吉井町９１４番地1
130 125‐3 付属屋 1棟 吉井町１３７２番地2
131 125‐4 土蔵 1棟 吉井町１３７２番地1、９１４番地
132 125‐5 土蔵 1棟 吉井町１３７２番地1
133 80 126‐1 主屋 1棟 吉井町８９０番地2、１３７４番地1
134 126‐2 土蔵 1棟 吉井町８９０番地2
135 81 127 主屋 1棟 吉井町１３７４番地2
136 82 128 主屋 1棟 吉井町１３７７番地1
137 83 129‐1 工場 1棟 吉井町１３７９番地1、１３８０番地1
138 129‐2 主屋 1棟 吉井町１３８０番地
139 84 130‐1 主屋 1棟 吉井町１３８４番地1、１３８５番地
140 130‐2 主屋 1棟 吉井町１３８５番地、１３８６番地
141 85 131 主屋 1棟 吉井町１３９０番地1、１３９０番地20
142 86 132 主屋 1棟 吉井町１３９２番地1
143 87 135 主屋 1棟 吉井町１４１０番地10 １６区
144 88 136 主屋 1棟 吉井町１４１０番地9
145 89 137‐1 主屋 1棟 吉井町１４１０番地8
146 137‐2 主屋 1棟 吉井町１４１０番地4
147 137‐3 主屋 1棟 吉井町１４１０番地4
148 137‐4 主屋 1棟 吉井町１４１０番地4
149 90 138 主屋 1棟 吉井町１４１０番地3
150 91 139 主屋 1棟 吉井町１４１０番地11
151 92 140 主屋 1棟 吉井町１４１０番地12
152 93 142 主屋 1棟 吉井町１４１６番地1
153 94 143 主屋 1棟 吉井町１３３５番地1、１３２１番地1 １１区
154 95 144 主屋 1棟 吉井町１３８３番地2 １５区
155 96 145 主屋 1棟 吉井町１４１６番地2 １６区
156 97 146 主屋 1棟 吉井町１３７０番地2 １５区
157 98 147 主屋 1棟 吉井町１１１１番地1 １区
158 99 148 主屋 1棟 吉井町９６７番地3 7区
159 75 118-5 付属屋 1棟 吉井町１３４０番地 11区
160 100 149 主屋 1棟 吉井町９９２番地５ 8区
161 56 83-2 付属屋 1棟 吉井町９４０番地1、９３９番地3、９４０番地3 7区
162 101 150-1 主屋 1棟 吉井町1148番地5 3区
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整理番号 保存計画番号 物件種別 員数 所 在 地 備考
1 1‐1 門柱石 1組 吉井町大字若宮394番地

1‐2 地蔵堂 1棟 吉井町大字若宮394番地
1-3 汲場 1基 吉井町大字若宮394番地

2 2 石積護岸 1構 吉井町大字若宮118番地1
3 3-1 門 1 吉井町大字若宮118番地2

3-2 板塀 1 吉井町大字若宮118番地2
3-3 石積護岸 1構 吉井町大字若宮118番地2
3-4 石橋 1基 吉井町大字若宮118番地2

4 4 石積護岸 1構 吉井町大字若宮118番地1先～118番地2先
5 6 石積護岸 1構 吉井町大字若宮114番地2
6 7-1 石積護岸 1構 吉井町大字若宮113番地1

7-2 石橋 1基 吉井町大字若宮113番地1
7-3 石畳 1構 吉井町大字若宮113番地1
7-4 板塀 1 吉井町大字若宮113番地1
7-5 汲場 1基 吉井町大字若宮113番地1

7 8 石積護岸 1構 吉井町大字若宮117番地1先～113番地1先
8 9-1 門柱石 1組 吉井町2番地8

9-2 板塀 1 吉井町2番地8
9 10-1 門 1 吉井町１１03番地1

10-2 土塀 1 吉井町１１03番地1
10 11 石造物 1基 吉井町１１11番地1先 移転
11 12-1 石橋 1基 吉井町１０８３番地

12-2 石畳 1構 吉井町１０８３番地
12-3 石畳 1構 吉井町１０８３番地
12-4 手水舎 1棟 吉井町１０８３番地

12 13-1 観音堂 1棟 吉井町１０80番地7
13-2 弥勒堂 1棟 吉井町１０80番地7

13 14-1 門 1 吉井町１０４７番地1
14-2 土塀 1棟 吉井町１０４７番地1
14-3 土塀 1棟 吉井町１０４７番地1

14 15 門 1 吉井町１０28番地1
15 16 石積護岸 1構 吉井町1128番地1先～1122番地先
16 17 石積護岸 1構 吉井町１１32番地2,15番地1
17 18 汲場 1基 吉井町１１32番地2 痕跡
18 19-1 汲場 1基 吉井町１１31番地

19-2 門 1 吉井町１１38番地
19 22-1 石積護岸 1構 吉井町１１27番地
20 23 石積護岸 1構 吉井町1133番地1先～1316番地3先
21 26 石垣 1構 吉井町１１70番地6,1170番地7
22 28-1 社殿 1棟 吉井町１１85番地2

28-2 石祠 1基 吉井町１１85番地2
28-3 石造物 1基 吉井町１１85番地2
28-4 石碑 1基 吉井町１１85番地2
28-5 石組基礎 1構 吉井町１１85番地2

23 29-1 井戸 1基 吉井町１１67番地1先
29-2 汲場 1基 吉井町１１67番地1先
29-3 石造物 1基 吉井町１１67番地1
29-4 旗立石 1対 吉井町１１67番地1

24 30-1 石橋 1基 吉井町１１67番地1
30-2 石積護岸 1構 吉井町１１67番地1
30-3 石碑 1基 吉井町１１65番地8
30-4 手水舎 1棟 吉井町１１65番地8
30-5 山門 1棟 吉井町１１65番地8

25 39-1 石積護岸 1構 吉井町１201番地
39-2 石祠 1基 吉井町１201番地
39-3 石灯籠 1基 吉井町１201番地
39-4 石祠 1基 吉井町１201番地

表2   伝統的建造物 (保存物件 工作物)
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26 42 石積護岸 1構 吉井町931番地1
27 43-1 石積護岸 1構 吉井町930番地7

43-2 汲場 1基 吉井町930番地2
28 44 石積護岸 1構 吉井町930番地7～929番地1
29 47-1 汲場 1基 吉井町930番地1

47-2 石積護岸 1構 吉井町930番地1
30 48 汲場 1基 吉井町１316番地31
31 51-1 石造物 1基 吉井町１316番地3

51-2 石祠 1基 吉井町１316番地3
32 52 石造物 1基 吉井町1148番地3先
33 54 石橋 1基 吉井町１183番地先
34 55 石積護岸 1構 吉井町１186番地先～1203番地先
35 56-1 門 1 吉井町1302番地1

56-2 土塀 1 吉井町1302番地1
36 57 庚申塔 1基 吉井町１２92番地先
37 58-1 門 1 吉井町１372番地1

58-2 塀（西面） 1 吉井町１372番地1,914番地1
58-3 門 1 吉井町914番地1
58-4 塀（北面） 1 吉井町914番地1

38 60 石積護岸 1構 吉井町908番地1
39 61 石積護岸 1構 吉井町948番地2
40 62 石積護岸 1構 吉井町923番地1,317番地1の間
41 64 石積護岸 1構 吉井町924番地1～925番地2
42 65 鳥居 1基 吉井町943番地1先
43 66-1 社殿 1棟 吉井町1496番地

66-2 石祠 1基 吉井町1496番地
66-3 狛犬 1対 吉井町1496番地
66-4 手水鉢 1基 吉井町1496番地
66-5 旗立石 1対 吉井町1496番地先

44 68 石積護岸 1構 吉井町965番地16 痕跡
45 69 石積護岸 1構 吉井町965番地17
46 74 石積護岸 1構 吉井町９６7番地3先～966番地16先
47 77 石積護岸 1構 吉井町９６7番地3先～966番地16先
48 78 石碑 1基 吉井町９69番地8
49 79-1 門柱石 1組 吉井町９90番地

79-2 石畳 1構 吉井町９90番地
79-3 石積護岸 1構 吉井町９90番地

50 83-1 石積護岸 1構 吉井町９39番地1
83-2 石積護岸 1構 吉井町９40番地1

51 84 石積護岸 1構 吉井町９３８番地4
52 86 石積護岸 1構 吉井町９２９番地2
53 91 堂 1棟 吉井町1079番地14
54 92-1 門 1棟 吉井町1398番地1

92-2 塀(西塀) 1棟 吉井町1398番地1
92-3 塀(北塀) 1棟 吉井町1398番地1

55 93-1 門 1棟 吉井町1148番地5
93-2 塀 1棟 吉井町1148番地5
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整理番号 保存計画番号 物件種別 員数 所 在 地 備考
1 1‐1 前庭 1 吉井町大字若宮113番地1

1‐2 中庭 1 吉井町大字若宮113番地1
2 2-1 かし 1 吉井町1083番地

2-2 くす 1 吉井町1083番地
2-3 くす 1 吉井町1083番地

3 3 せんだん 1 吉井町1085番地1先
4 4-1 前庭 1 吉井町1103番地1

4-2 中庭 1 吉井町1103番地1
5 5 やなぎ 1 吉井町1088番地先

表3   環境物件 (保存物件)
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建造物 工作物 環境物件

種別 件数 種別 件数 種別 件数

主屋 103 門 10 前庭 2

付属屋 21 門柱石 3 中庭 2

土蔵・倉庫 24 山門 1 樹木 5

工場 2 堂 1

拝殿 1 観音堂 1 総計 9

楼閣・回廊 1 地蔵堂 1

本堂 5 弥勒堂 1

庫裏 3 汲場 8

鐘楼 2 石積護岸 30

石垣 1

総計 162 石組基礎 1

土塀 4

塀 5

板塀 3

石橋 5

石畳 4

石造物 5

旗立石 2

庚申塔 1

石碑 3

手水鉢 1

石祠 5

手水舎 2

狛犬 1

鳥居 1

社殿 2

井戸 1

石灯籠 1

総計 104

筑後吉井伝建地区 保存物件種別員数
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表4-1「うきは市筑後吉井伝統的建造物群保存地区」町並（許可）基準、修景（補助）基準および修理基準

修理基準：筑後吉井固有の伝統的形態である外観を維持する       

町家型（屋敷型景観誘導帯を除く地区に適用） 屋敷型（町家型景観誘導帯を除く地区に適用） 町家型（屋敷型景観誘導帯を除く地区に適用） 屋敷型（町家型景観誘導帯を除く地区に適用）
          ための基準（伝統的建造物および環境物件に適
用)

配置

•敷地の履歴を考慮した建築物配置とする
•建築物は町並み壁面線に従って配置する
 (ただし、角屋および付属屋はこの限りでない） 
•空地の道路側境界に塀および門を配置する
•原則として地盤面は周囲の伝統的建造物と調和させる

•敷地の履歴を考慮した建築物配置とする
•建築物は道路側境界より後退して配置する
 (ただし、角屋および付属屋はこの限りでない） 
•道路側境界に塀および門を配置する
•原則として地盤面は周囲の伝統的建造物と調和させる

•敷地の履歴を考慮した建築物配置とする
•建築物は町並み壁面線に従って配逋する
(ただし、角屋および付属屋はこの限りでない）
•角屋は町並み壁面線から後退させ、道路側境界に塀および門を配置する
•原則として地盤面は周囲の伝統的建造物と一致させる

･敷地の履歴を考慮した建築物配置とする
•建築物は道路側境界より後退して配置する
 (ただし、角屋および付属屋はこの限りでない）
•道路側境界に塀および門を配置する
•地盤面は周囲の伝統的建造物と調和させる

•屐歷を調査の上、然るべき旧状の位置に配置する

構造
•歴史的風致を損なわないものとする
•原則として正面1階開口部に町並みの連続性を考慮した庇
またはこれに類するものを設ける

•歴史的風致を損なわないものとする
•在来工法を踏襲したものとする
•正面1階に桟瓦葺きの下屋庇または付庇を設ける
•妻入りの場合、主屋間口5間以上は土蔵造りとする

•在来工法を踏襲したものとする •履歴を調査の上、然るべき旧状の構造に修理する

階数 •原則として2階建てとする •原則として2階建て以下とする •原則として2階建てとする •原則として2階建て以下とする •履歴を調査の上、然るべき旧状の階数に修理する

棟方向およ
び規模

•原則として主屋は妻入りとする
(ただし、建築物の主屋間口が5間を超える場合に限り、平入りとすることができる）
•原則として妻入りの場合は梁間を4間以下とする
(ただし、表通りに面する場合に限り、6間を上限として4間を超えることができる）
•軒高は周囲の伝統的建造物と調和させる

•原則として粱間を5間以下とする
•軒高は周囲の伝統的建造物と調和させる

•履歴を調査の上、然るべき旧状の規模に修理する
•履歴を調査の上、然るべき旧状の棟方向に修理する

屋根

･妻入りの場合、入母屋造りとする（ただし、主屋梁問が短い場合は切妻造りとする）
•平入りの場合、切妻造りとする（ただし、公共の場から望見できる妻面は入母屋造りとす
る）
•黒色または銀黒色の日本瓦桟瓦葺きとする
•屋根勾配は周囲の伝統的建造物と一致させる
•建築物本体と調和した軒の出を有する

•入母屋造りまたは寄棟造りとする
 (ただし、角屋および付属屋はこの限りでない）
•黒色または銀黒色の日本瓦桟瓦葺きとする
•屋根勾配は周囲の伝統的建造物と一致させる
･建築物本体と調和した軒の出を有する

•履歴を調査の上、然るべき旧状の屋根に修理する

外部意匠 •公共の場より通常望見できる意匠は、別表に定める伝統的様式のいずれかによるものとする •町家型修景基準に準じる •履歴を調査の上、然るべき旧状の外部意匠に修理する

色彩 •履歴を調査の上、外観を然るべき旧状の色彩に修理する

建築設備 •修景基準に従う

屋外広告物 •修景基準に従う

車庫 •修景基準に従う

門
•公共の場より通常望見できる意匠は、別表に定める伝統的様式によるものとする
•色彩は無彩色系統を主体とし、木部は生地色を活かすこと

•町家型修景基準に従う •履歴を調査の上、然るべき旧状に修理する

塀
•公共の場より通常望見できる意匠は、別表に定める伝統的様式によるものとする
•色彩は無彩色系統を主体とし、木部は生地色を活かすこと

•町家型修景基準に従う •履歴を調査の上、然るべき旧状に修理する

石積 •石積は玉石積み、間知石積みまたはこれらに類するものとする •町家型修景基準に従う •履歴を調査の上、然るべき旧状に修理する

石造物 •周囲の伝統的建造物および環境物件に調和したものとする •町家型修景基準に従う •現状維持または履歴を調査の上、然るべき旧状に復旧する

生垣 •在来種の生け垣またはこれに類するものとし、原則として町家型景観誘導帯には用いない •町家型修景基準に従う •現状維持または履歴を調査の上、然るべき旧状に復旧する

庭園 •公共の場から通常望見できる庭園には在来樹種を主とした木竹の植栽を行う •町家型修景基準に従う •現状維持または履歴を調査の上、然るべき旧状に復旧する

木竹 •町家型修景基準に従う •主として現状維持に努める

駐車場 •歷史的風致と調和したものとし、道路側境界を画する塀、垣、門などは、修景基準に従うものとする •修景基準に従う

注*）表通りとは幅員8メ-トル以上の道路を言う

表4-2 伝統的様式（外観の修景に際して経費の補助対象となる様式一覧）

[主屋を第一種土蔵造りとする場合] [主屋を第二種土蔵造りとする場合] [主屋を真壁造りとする場合］

屋根
•黒色または銀黒色日本瓦桟瓦葺きとし、風切り丸瓦を葺
く •軒は白漆喰塗り込めとする

•黒色または銀黒色日本瓦桟瓦葺きとし、風切り丸瓦を葺く •
軒は白漆喰塗り込めとする（鼠漆喰とすることもできる）

•黒色または銀黒色日本瓦桟瓦葺きとし、風切り丸瓦を葺く
•軒は漆喰塗り込めまたは化粧垂木および野地板露しとする

妻壁 •白漆喰塗り込めとする •白漆喰り込めとする（鼠漆喰とすることもできる） •白または鼠漆喰塗りまたは塗り込めとする

外壁 •大壁造り白漆喰塗りとする •大壁造り白漆喰塗りとする（鼠漆喰とすることもできる） •真壁造りまたは鼠漆喰塗りとする

一階庇
•屋根は黒色または銀黒色日本瓦桟瓦葺きとする
•軒は白漆喰塗り込めとする

•屋根は黒色または銀黒色日本瓦桟瓦葺きとする
•軒は化粧垂木および野地板露しとする
 (白または鼠漆喰塗り込めとすることもできる）

•屋根は黒色または銀黒色日本瓦桟瓦葺きとする
•軒は化粧垂木および野地板露しとする

樋 •銅製または濃褐色とする •銅製または濃褐色とする •銅製または濃褐色とする

腰壁 •大壁造りなまこ壁または縦羽目板張りとする •大壁造り縦羽目板張りまたは擬石塗り**とする •大壁造り縦羽目板張りとする

基礎 •布石敷きまたはこれに類するものとする •布石敷きまたはこれに類するものとする •布石敷きまたはこれに類するものとする

外構 •石敷きまたはこれに類するものとする •石敷きまたはこれに類するものとする •石敷きまたはこれに類するものとする

ニ階開口部
•窓上に水切り庇を設け、窓周りに繰型を巡らす
•建具は木製ガラス戸または障子戸引き込みとする
•外側に両開き鉄扉を設ける

•外側に木製板戸を引き通し、漆喰塗りの戸袋を設ける
•建具は木製ガラス戸引き違いとする
•窓上に水切り庇を設けることもできる
•外側に木製枠付き格子を設けることもできる

•外側に木製板戸を引き通し、木製戸袋を設ける
•建具は木製ガラス戸または障子戸引き違いとする

一階開口部
•外側に防火戸を引き通し、漆喰塗り戸袋を設ける
•建具は木製ガラス戸引き違いまたは板戸はね上げとする
•外側に木製枠付き格子を設けることもできる

•建具は木製ガラス戸引き違いとする
•内側に板戸を引き通し、木製戸袋を設けることもできる
•外側に木製枠付き格子を設けることもできる

•建具は木製ガラス戸引き違いまたは板戸はね上げさする
•板戸を引き通し、木製戸袋を設けることもできる
•外側に木製枠付き格子を設けることもできる

塀

•在来工法を踏襲した屋根付練塀とする
•屋根は黒色または銀黒色日本瓦桟瓦葺きとする
•外壁は白漆喰塗りとする
•腰壁はなまこ壁または白漆喰塗りとする
•基礎は布石敷きまたはこれに類するものとする

•在来工法を踏襲した屋根付練塀とする
(木造在来工法による屋根付板塀とすることもできる）
•屋根は黒色または銀黒色日本瓦桟瓦葺きとする
･外壁は白漆喰塗りとする（鼠漆喰とすることもできる）
•腰壁は擬石塗り**とする
•基礎は布石敷きまたはこれに類するものとする

•木造在来工法による屋根付板塀とする
•屋根は黒色または銀黒色日本瓦桟瓦葺きとする
•外壁は白または鼠漆喰塗りとする
•腰壁は縦羽目板張りとする
･基礎は切石礎石またはこれに類するものとする

門

注**）隅部のみなまこ壁とすることができる

町並（許可）基準：筑後吉井固有の歴史的風致に調和した外観を形成するための基準 修景（補助）基準：筑後吉井固有の伝統的様式に従った外親を形成するための基準

•原則として主屋は平入りとする
•原則として梁間は周囲の伝統的建造物と調和させる
•原則として軒高は周囲の伝統的建造物と調和させる

•原則として入母屋造り、寄棟造り、切妻造りまたはこれらに類するものとする
•原則として屋根勾配は周囲の伝統的建造物と概ね一致させる
•原則として建築物本体と調和した軒の出を有する
•屋根材料は歴史的風致を損なわないものとする

•歴史的風致を損なわないものとする
•公共の場より望見できる意匠として、別表に定める伝統的様式を用いる場合は、修景基準に従うものとする

•歴史的風致を損なわないものとする •無彩色系統を主体とし、木部は生地色を活かすこと

•公共の場から通常望見できる位置に設置しない •町並基準に従う

•歴史的風致を損なわないものとし、屋根上に設置しない •建築物本体の外観と調和した規模、構造、材料、色彩とし、自家用広告以外の営業用広告は設置しない

•歴史的風致を損なわないものとし、道路に面した建築物内に車庫を設ける場合は、主屋間□の全部を車庫に供さない ･歴史的風致と調和したものとし、公共の場より望見できる車庫の外観は、修景基準に従うものとする

•歴史的風致を損なわないものとする

•歴史的風致を損なわないものとする

•歴史的風致を損なわないものとする

•歴史的風致を損なわないものとする

•歴史的風致を損なわないものとする

•歴史的風致を損なわないものとする

•歴史的風致を形成する木竹（樹高4メートル以上または目通りの幹周り70センチメートル以上のもの）の保存および在来樹種を主とした木竹の植栽に努める

•歴史的風致を損なわないものとし、道路に面して設ける場合は、道路側境界を画する塀、垣、門などを設ける

土地の形質の変更
•変更後の状態が歴史的風致を損なわないものとする
•空地が生じた場合は歴史的風致を損なわないよう管理運用を図る

土石類の採取 •採取後の状態が歴史的風致を損なわないものとする

•木造在来工法による腕木門またはこれに類するものとする
•屋根は切妻造り黒色または銀黒色日本瓦桟瓦葺きとする
•基礎は切石礎石またはこれに類するものとする
•外構は石敷きまたはこれに類するものとする

工作物

その他

工作物

建築物

建築物
(外部意匠)

17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33


